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令和３年度介護職員処遇改善加算及び介護

職員特定処遇改善加算について 

長崎県ホームページ（介護職員処遇改善加算・特定加算関係） 

県ホームページ⇒分類で探す⇒福祉・保健⇒高齢者・介護保険 

⇒介護保険事業者の諸手続き⇒【介護保険】令和３年度（２０２１年度）介護職員

処遇改善加算及び特定処遇改善加算の届出について 

長崎県福祉保健部長寿社会課 



令和３年度介護報酬改定に関する審議報告

令和３年度介護報酬改定に関する審議報告（抄）（社会保障審議会介護給付費分科会令和２年12月23日）

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その
際、令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経過措置期間を設けるこ
ととする。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りな
がら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい
仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。
・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「２分の１を上回らな
いこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とす
ること」とするルールについて、「より高くすること」とする。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事
業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。
ア 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進さ
れるように見直しを行う。
・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性の向上につながる取組
・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

イ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。
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介護職員処遇改善加算の見直し

■ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
【告示改正】

（※令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経過措置期間を設ける）
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介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止

＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含
む。

取
得
要
件

処
遇
改
善
加
算
の
区
分

取得率

加算（Ⅰ）
月額3.7万円相当

H29年度
＋１万円相当

加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当

H27年度
＋1.2万円相当

加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当 加算（Ⅳ）

加算（Ⅲ）×0.9 加算（Ⅴ）
加算（Ⅲ）×0.8

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

①＋②＋③ ①＋② ① or ② ① or ②

＋ ＋ ＋ or

職場環境等要件

79.5％ 7.2％ 5.4％ 0.２％ 0.３％

処遇改善加算の対象サービス

廃止



特定処遇改善加算の見直し

■ 特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改
善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」に
ついて、「より高くすること」と見直す。【告示改正】

特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進

特定処遇改善加算の対象サービス

○ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、見直しを行う。

平均賃上げ額が Ａ ＞ Ｂ
１ ： 0.5以下

＜改定後＞

B
他の介護職員

A
経験・技能
のある
介護職員

C
その他の職種

平均賃上げ額が ２以上 ： １ ： 0.5以下

＜現行＞

B
他の介護職員

A
経験・技能
のある
介護職員

C
その他の職種

■ 処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの
とする観点からの見直しを行う。【告示改正、通知改正】

職員の離職防止・定着に資する取組の推進

処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象サービス

○ 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるよ
うに見直しを行う。【通知改正】

・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

○ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。【告示改正】
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○ 職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直
しを行う。
・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性の向上につながる取組
・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

○ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める見直し。
（現行では、加算Ⅰ及びⅡは平成27年４月以降、加算Ⅲ及びⅣは平成20年10月以降に実施した取組について、当該
年度の取組として認めることとしている。）

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

資質の向上

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀
痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の負
担を軽減するめの代替職員確保を含む）

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）
・その他

労働環境・
処遇の改善

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入
・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含
む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシ
フト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化

・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・その他

その他

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の
導入等）

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
・その他

現行の職場環境等要件
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４

３

加算区分の確認２

更なる処遇改善（介護職員等特定処遇改善加算）を算定するためには

特定加算の算定要件の確認

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲに係る届出を行っていること

1

職場環境要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、
「その他」の区分で、それぞれ１つ以上取り組んでいること
→ 区分を見直し予定。経過措置を設けた上で、

見直し後のそれぞれの区分で１つ以上取り組むことを求める予定

賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

1

２

３

勤続10年以上の介護福祉士がいなくても算定可能

● 特定加算の加算区分は、ⅠとⅡの２区分

● Ⅰは、サービス提供体制強化加算の上位の区分(※)を算定してい
る場合、算定可能（Ⅰに該当しない場合はⅡを算定可能）

※ 訪問介護：特定事業所加算Ⅰ又はⅡ
特定施設：サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ

入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
特養：サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ

日常生活継続支援加算
その他：サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ

賃上げを行う単位の決定

● 同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所の

どちらにするかを決める。

特定加算の見込額の計算

賃上げのルールの決定

● 加算率に介護報酬を乗じる形で計算

各事業所の介護報酬
（現行の処遇改善加
算分を除く）

×
各サービスの
特定加算の
加算率

＝ 各事業所の新加
算による収入

事業所ごとの勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて
加算されるのではない

１ 賃上げを行う職員の範囲を決める

経験・技能のある介護職員を定義した上で、全ての職員を
「A：経験・技能のある介護職員」、「B:その他の介護職員」、
「C：介護職員以外の職員」に分ける。

1

５

● Aを定義する際のルール
介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人
での経験もカウント可能

どの職員範囲（１、２又は３）で、賃上げするかを決める。２

１）経験・技能のある介護職員（Aのみ）
２）介護職員全体（A＋B）
３）職員全体（A＋B＋C)

加算額を全てAに配分することも可能。BやCに配分することも可能。

２ 賃上げ額と方法を決める（配分ルール）

Aのうち１人以上は、月額８万円の賃金増又は年収440万円
までの賃金増が必要。

1

既に年収440万円の人がいる場合は新たに設定する必要はない。
小規模な事業所等は、この条件を満たさなくてもよい。

グループ（A、B、C)の平均改善額について、
AはBより高いこと、CはBの２分の１以下

２

各グループ内の一人ひとりの賃上げは、一律でもメリハリをつけても可。
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１ 特定加算の算定要件の確認

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～
（Ⅲ）のいずれかの届出を行っていること

介護職員処遇改善加算の職場環境
等要件に関し、複数の取組を行ってい
ること

介護職員処遇改善加算に基づく取組に
ついて、ホームページへの掲載等を通じた
見える化を行っていること

1
※ 算定ではなく届出に変更

２

要件

要件

勤続10年以上の介護福祉士がいなくても算定可能

３
要件

職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

資質の向上

労働環境・
処遇の改善

その他

それぞれの区分について
１以上の取組が必要

※ 当該年度に実施することが必要

● 以下の内容について、介護サービス情報公表制度を
活用し、公表していること
・ 処遇改善に関する加算の算定状況
・ 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

● 事業所のホームページがある場合は、そのホームペー
ジでの公表もok

24

→ 区分を見直し予定。経過措置を
設けた上で、
見直し後のそれぞれの区分で１つ
以上取り組むことを求める予定



○ 職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直
しを行う。
・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性の向上につながる取組
・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

○ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める見直し。
（現行では、加算Ⅰ及びⅡは平成27年４月以降、加算Ⅲ及びⅣは平成20年10月以降に実施した取組について、当該
年度の取組として認めることとしている。）

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

資質の向上

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀
痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の負
担を軽減するめの代替職員確保を含む）

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）
・その他

労働環境・
処遇の改善

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入
・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含
む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシ
フト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化

・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・その他

その他

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の
導入等）

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
・その他

現行の職場環境等要件
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２ 加算区分の確認

介護職員等特定職員処遇改善加算(新加算)の区分は、ⅠとⅡの２区分。
Ⅰは、サービス提供体制強化加算等の上位の区分を算定している場合、算定可能。

月額3.7万円相当 月額2.7万円相当 月額1.5万円相当

新加算(Ⅰ) 新加算(Ⅱ)

加算(Ⅰ) 加算(Ⅱ) 加算(Ⅲ)

新加算(Ⅰ)はサービス提供体制強化加算等の最も上位の
区分(※)を算定している場合、算定可能。
（Ⅰに該当しない場合はⅡを算定可能）

※サービス提供体制強化加算ⅠorⅡ以外の加算(Ⅰ)の算定要件

・ 訪問介護：特定事業所加算ⅠorⅡ

・ 特定施設：入居継続支援加算ⅠorⅡ

・ 特 養 ：日常生活継続支援加算

サービス提供体制強化
加算 ⅠorⅡ

or

現行の加算区分

留意点：年度途中での変更の届出

● 介護福祉士の配置等の状況に変更があり、サービス提供体
制強化加算の算定状況に変更があった場合、届出が必要

● 喀痰吸引を必要とする利用者割合についての要件などを満た
せないことで、入居継続支援加算や日常生活継続支援加
算を算定できない状況が、３ヶ月を超えて常態化した場合は
届出が必要

26



２ 加算区分の確認 ―（参考）加算率

サービス区分
特定処遇改善加算 現行の処遇改善加算

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

６．３％ ４．２％ １３．７％ １０．０％ ５．５％

加算（Ⅲ）
により算出し

た単位
×０．９

加算（Ⅲ）
により算出し

た単位
×０．８

・（介護予防）訪問入浴介護 ２．１％ １．５％ ５．８％ ４．２％ ２．３％

・通所介護
・地域密着型通所介護 １．２％ １．０％ ５．９％ ４．３％ ２．３％

・（介護予防）通所リハビリテーション ２．０％ １．７％ ４．７％ ３．４％ １．９％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 １．８％ １．２％ ８．２％ ６．０％ ３．３％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 ３．１％ ２．４％ １０．４％ ７．６％ ４．２％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護 １．５％ １．２％ １０．２％ ７．４％ ４．１％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ３．１％ ２．３％ １１．１％ ８．１％ ４．５％

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・（介護予防）短期入所生活介護

２．７％ ２．３％ ８．３％ ６．０％ ３．３％

・介護老人保健施設
・（介護予防）短期入所療養介護（老健） ２．１％ １．７％ ３．９％ ２．９％ １．６％

・介護療養型医療施設
・（介護予防）短期入所療養介護（病院等） １．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

・介護医療院
・（介護予防）短期入所療養介護（医療院） １．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

サービス区分 加算率

（介護予防）訪問看護 、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、
特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

０％

２．加算算定非対象サービス

１．加算算定対象サービス
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３ 特定加算の見込額の計算

サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分(※)を算定しているか？

算定している 算定していない

特定加算(Ⅰ)の算定 特定加算(Ⅱ)の算定

特定加算(Ⅰ)の算定額の計算

各事業所の介護報酬
（現行の処遇改善加
算分を除く）

×
各サービスの
特定加算(Ⅰ)

の加算率

＝
各事業所の
特定加算(Ⅰ)

による収入

特定加算(Ⅱ)の算定額の計算

特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施

特
定
加
算
の
算
定
額

● 特定加算は、事業所毎の勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて配分さ
れるものではない

賃
上
げ
の
実
施
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各事業所の介護報酬
（現行の処遇改善加
算分を除く）

×
各サービスの
特定加算(Ⅱ)

の加算率

＝
各事業所の
特定加算(Ⅱ)

による収入

※ 訪問介護：特定事業所加算Ⅰ又はⅡ
特定施設：サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ、入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
特養：サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ、日常生活継続支援加算
その他：サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ
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４ 賃上げを行う単位の決定

同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらにするかを決める。

● 特定加算の配分ルールについて、法人単位で取り扱うときには、以下に留意。

１．経験・技能のある介護職員における「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）」の設定・確保

→ 法人で１人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要
（設定することが困難な事業所が含まれる場合は、その合理的説明を行うことにより、設定人数から除くことが可能）

２． 平均の処遇改善額が、

・ A：経験・技能のある介護職員は、B：その他の介護職員より高くすること
・ C：その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、B：その他の介護職員の２分の１を上回
らないこと

→ 法人全体を単位として取り扱うことが可能。

● 算定区分が（Ⅰ）、（Ⅱ）で異なる場合であっても、一括の申請は可能

● 一括申請が可能な事業所の範囲（オレンジ部分）

加算取得事業所
加算未取得

事業所
特定処遇
改善加算

非対象サービス

医療
障害
保育

特定処遇改善加算対象サービス

介護

例 法人が４事業所分を一括して申請する場合

１．経験・技能のある介護職員における「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準（年収
440万円）」の設定・確保

→ 法人内で各事業所１人分として、合計４名の設定・確保

２． 法人の職員全体で、
①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種を設定し、処遇改善額を設定

● 特養の併設、空所利用のショート、老健の療養ショートについては、特養や老健が、特定加算を算定している
場合、同じ加算区分を算定可。
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５ 賃上げのルールの決定

１ 賃上げを行う職員の範囲を決める

１．経験・技能のある介護職員を定義した上で、全ての職員を「A：経験・技能のある介護職員」、
「Ｂ：その他の介護職員」、「C：介護職員以外の職員」に分ける。

２．どの職員範囲で配分するか決める。

（定義する際のルール）

・勤続10年以上の介護福祉士を基本

・介護福祉士の資格は必要

・勤続年数は、他の法人や医療機関等
での経験等も通算可能

・事業所の能力評価や等級システムを活
用するなど、10年以上の勤続年数が
なくても業務や技能等を勘案し対象と
できる

（定義する際のルール）

・「A：経験・技能のある介護職員」以外
の介護職員

Ｂ その他の介護職員A 経験・技能のある介護職員

（定義する際のルール）

・介護職員以外の職員

Ｃ 介護職員以外の職員

● 全ての職員をA、B、Cに分ける

いずれの範囲も選択可能

● 事業所内で検討し、設定することが重要。
● Ａは、介護福祉士の資格をもつ人がいない場合や、比較的新しい事業所で研修・実務経験の蓄積等に一定期間

を有するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合にまで、設定を求めるものではない。
● Ａでは介護福祉士の資格を求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能。

● 加算額を全てAに配分することも可能。BやCに配分することも可能。
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５ 賃上げのルールの決定

２ 賃上げ額と方法を決める

「A：経験・技能のある介護職員」のうち１人以上は、

月額８万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増が必要

月額８万円の賃上げ

・ 賃金改善実施期間における平均賃上げ額が月額８万円となる必要

・ 現行の介護職員処遇改善の賃金改善分とは別に判断する

・ 法定福利費等の増加分を含めて判断可能。

賃上げ年収440万円までの賃金引き上げ

・ 440万円を判断するに当たっては、手当等を含めて判断することが可能。

・ 賃金年額440万円が原則。年度途中から加算を算定している場合、12ヶ月間加算を算定していれば、年収440万円

以上と見込まれる場合について、要件を満たすものとして差し支えない。

・ 現に年収440万円の者がいる場合はこの限りでない。

・ 社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断。

例外的な取扱い

・ 以下の場合などは、月額８万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増の条件を満たさなくてもよい。

▶ 小規模事業所で加算額全体が少額である場合

▶ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合

▶ ８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層、役職やそのための能力・処遇を明確化する

ことが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに、一定期間を要する場合
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５ 賃上げのルールの決定

２ 賃上げ額と方法を決める

グループ（A、B、C)の平均賃上げ額について、「Aは、 Bより高い」、「Cは、 Bの２分の１以下」

経
験
・
技
能
の
あ
る

介
護
職
員

A

平
均
賃
上
げ
額

平
均
賃
上
げ
額

平
均
賃
上
げ
額

C
その他の職種

平均賃上げ額が
A ＞ B

平均賃上げ額が
A ＞ B

１ ： 0.5以下

B
他の介護職員

経
験
・
技
能
の
あ
る

介
護
職
員

A

経
験
・
技
能
の
あ
る

介
護
職
員

A

一人ひとりの改善額
は、
一律でもメリハリをつけ
ることも可能

留意点：平均賃上げ額の計算

● 原則、常勤換算方法による人数算出が必要。
一方、その他の職種については、実人数による算出も可能で
あり、事業所内で検討し、設定することが重要

● 全ての職員をA、B、Cのいずれかに区分するため、賃金改善
を行わない職員についても職員の範囲に含めることとなる

● 賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対
象外

※ 440万円の基準の判断にあたり
・手当等を含めて判断
・非常勤職員の場合は、常勤換算方法で計算し判断

● 平均賃金額について、CがBより低い場合、平均賃上げ
額を、基本の１：0.5ではなくBと同等の水準（１：
１）とすることが可能

B
他の介護職員
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貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老健局老人保健課 

今回の内容 
 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処

遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について 

計 29 枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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老発 0316 第４号 

令和３年３月 16 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する 

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 

 

 

介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善加算（以下「処遇改善加算」

という。）の充実を図ってきたことに加え、令和元年 10 月には、経験・技能の

ある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、介護職員等特定処遇改

善加算（以下「特定加算」という。）を創設したところである。 

また、令和２年度からは、処遇改善加算及び特定加算について、確実な処遇改

善を担保しつつ、算定に係る文書負担の軽減を図るため、介護職員処遇改善計画

書と介護職員等特定処遇改善計画書（以下「計画書」という。）及び介護職員処

遇改善実績報告書と介護職員等特定処遇改善実績報告書（以下「実績報告書」と

いう。）の一本化を行った。 

今般、令和３年度の介護報酬改定における処遇改善加算及び特定加算（以下

「処遇改善加算等」という。）の見直しを行うこととした。 

加算の取得については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準」（平成 12 年厚生省告示第 19 号）、「指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準」（平成 12 年厚生省告示第 21 号）、「指定地域密着型サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 126

号）、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 18

年厚生労働省告示第 127 号）、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 128 号）及び「厚生労

働大臣が定める基準」（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下「算定基準」と

いう。）において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内市町村、

関係団体、関係機関にその周知をお願いしたい。 

なお、本通知は、令和３年度の処遇改善加算等に係る届出から適用することと
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し、令和２年３月５日老発 0305 第６号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇

改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」は令和３年３月 31 日をもって廃止する。 

 

記 

 

１ 基本的考え方 

処遇改善加算は、平成 23 年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金

（以下「交付金」という。）による賃金改善の効果を継続する観点から、平成

24 年度から交付金を円滑に介護報酬に移行し、交付金の対象であった介護サ

ービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたもの

である。 

このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保

険施設（以下「介護サービス事業者等」という。）は、原則として交付金によ

る賃金改善の水準を維持することが求められる。 

平成 27 年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇

用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形

成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等

を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まって

いく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組

がより一層促進されるよう処遇改善加算を拡充したものである。 

平成 29 年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介

護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価

を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びつ

いた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる処遇改善加算

の拡充を行ったものである。 

平成 30 年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)につい

て、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での処遇改善加

算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化

の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これを廃止するとともに、処遇

改善加算の対象となるサービスに、介護医療院サービス（及び介護医療院が行

う（介護予防）短期入所療養介護）を加えることとした。 

令和元年 10 月の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげ

ていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護

職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程

度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を
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認めることとし、更なる処遇改善を行った。 

令和３年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)につい

て、一年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、特定加算については、

平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールを見直すことと

した。あわせて、職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の

取組をより実効性が高いものとする観点から見直し行うこととしたところで

ある。 

なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸

与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅

療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援

については、処遇改善加算等の算定対象外とする。 

 

２ 処遇改善加算等の仕組みと賃金改善の実施等 

⑴ 処遇改善加算等の仕組み 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、サービス別

の基本サービス費に各種加算減算（処遇改善加算等を除く。）を加えた１月

当たりの総単位数に別紙１別表１のサービス別加算率を乗じて単位数を算

定する。なお、処遇改善加算等は、区分支給限度基準額の算定対象から除外

される。 

⑵ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施 

① 賃金改善の考え方について 

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職

員の賃金（基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。以下同じ。）を含む。）

の改善（以下「賃金改善」という。）を実施しなければならない。 

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定し

た上で行うものとする。この場合、７⑵の届出を行う場合を除き、特定し

た賃金項目を含め、賃金水準（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を

低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、

基本給による賃金改善が望ましい。 

具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加算による賃金改善とを

区別した上で、介護サービス事業者等における処遇改善加算等を取得し

実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を

除いた賃金の水準と、各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を含む

処遇改善加算等を取得し実施される賃金の水準との差分により判断す

る。 

② 賃金改善に係る留意点 
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処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等

の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基

準を満たす必要がある。なお、当該基準の達成に向けて取り組む費用につ

いては、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないも

のであることに留意すること。 

ａ 処遇改善加算 

算定基準第４号イ⑺（以下「キャリアパス要件」という。）又はイ⑻

（以下「職場環境等要件」という。）（以下「キャリアパス要件等」と

いう。） 

ｂ 特定加算 

特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施、算定基準第４号の２

イ⑸（以下「介護福祉士の配置要件」という。）、イ⑹（以下「処遇改

善加算要件」という。）、イ⑺（以下「職場環境等要件」という。）又

はイ⑻（以下「見える化要件」という。） 

 

３ 計画書の作成 

⑴ 介護職員処遇改善加算 

① 賃金改善計画の記載 

処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準

第４号イ⑵に定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲

げる事項について、別紙様式２－１及び別紙様式２－２により作成する

こと。 

一 処遇改善加算の見込額（別紙様式２－１の２⑴③） 

（処遇改善加算の見込額の計算） 

処遇改善加算の見込額＝ａ×ｂ×ｃ×ｄ（１円未満の端数切り捨て） 

ａ 一月当たりの介護報酬総単位数 

処遇改善加算を取得する前年の１月から 12 月までの 12 か月間の

介護報酬総単位数（基本報酬サービス費に各種加算減算（処遇改善加

算等を除く。）を加えた単位数）を 12 で除したもの。なお、これに

より難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により一月

あたり介護報酬総単位数を推定するものとする。 

ｂ サービス別加算率（別紙１表１）（１単位未満の端数四捨五入） 

ｃ １単位の単価 

ｄ 賃金改善実施期間 

二 賃金改善の見込額（別紙様式２－１の２⑴④） 

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改
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善に要する見込額（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の

増加分を含むことができる。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた

額をいう。）であって、一の額を上回る額をいう。 

ａ  処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護

職員の賃金の総額（特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額

を除く） 

ｂ  前年度の介護職員の賃金の総額 

処遇改善加算を取得する前年の１月から 12 月までの 12 か月間の  

介護職員の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改

善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く）。な

お、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法に

より前年度の介護職員の賃金の総額を推定するものとする。 

三 賃金改善実施期間（別紙様式２－１の２⑴⑤） 

原則４月（年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した

月）から翌年の３月までの期間をいう。 

四 賃金改善を行う賃金項目及び方法（別紙様式２－１の２⑶） 

賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した又はする予定であ

る給与の項目の種類（基本給、手当、賞与等）等）、賃金改善の実施時

期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項につ

いて可能な限り具体的に記載すること。また、処遇改善加算等を取得し

実施される賃金改善の他に、各介護サービス事業者等の独自の賃金改

善を行っている場合には、その内容を記載すること。 

② キャリアパス要件等に係る記載 

キャリアパス要件等については、取得する処遇改善加算の区分に応じ

た事項を介護職員処遇改善計画書に記載すること。 

（キャリアパス要件Ⅰ） 

次のイ、ロ及びハを満たすこと。 

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任

用等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の

臨時的に支払われるものを除く。）について定めていること。 

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備

し、全ての介護職員に周知していること。 

（キャリアパス要件Ⅱ） 

次のイ及びロを満たすこと。 

イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資



6 
 

質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定

し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 

一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等

を実施（OJT、OFF-JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行う

こと。 

二 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇

の付与、費用（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。 

（キャリアパス要件Ⅲ） 

次のイ及びロを満たすこと。 

イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又

は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているこ

と。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みである

こと。 

一 経験に応じて昇給する仕組み 

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであるこ

と。 

二 資格等に応じて昇給する仕組み 

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給す

る仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や

法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要

する。 

三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みで

あること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている

ことを要する。 

ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全

ての介護職員に周知していること。 

（職場環境等要件） 

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除く。）の内

容（別紙１表４参照）を全ての介護職員に周知していること。 

（処遇改善加算の算定要件） 

取得する処遇改善加算の区分に応じた要件を満たすこと。 

イ 処遇改善加算(Ⅰ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要

件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。 

ロ 処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要
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件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。 

ハ 処遇改善加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパ

ス要件Ⅱのいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこ

と。 

ニ 処遇改善加算(Ⅳ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要

件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれかの要件を満たすこと。 

ホ 処遇改善加算(Ⅴ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要

件Ⅱ及び職場環境等要件のいずれの要件も満たさないこと。 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 

① 配分対象と配分方法 

一 賃金改善の対象となるグループ 

特定加算による賃金改善を行うに当たり、経験・技能のある介護職員

を定義した上で、介護サービス事業所等に従事する全ての職員を以下

のグループに割り振ること。 

ａ 経験・技能のある介護職員 

介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者

をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する

法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の

法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の

裁量で設定することとする。 

ｂ 他の介護職員 

経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。 

ｃ その他の職種 

介護職員以外の職員をいう。 

二 事業所における配分方法 

実際の配分に当たっては、一ａ～ｃそれぞれにおける平均賃金改善

額等について、以下のとおりとすること。この場合、二ａ～ｃ内での一

人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能であること。 

ａ 経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善に要する費

用の見込額が月額平均８万円（賃金改善実施期間における平均とす

る。以下同じ。）以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円

以上であること（現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合には

この限りでない。）。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善

が困難な場合は、合理的な説明を求めることとすること。 

・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合 

・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引
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き上げることが困難な場合 

・ ８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の

階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要にな

るため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要す

る場合 

ｂ 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要す

る費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の

見込額の平均と比較し高いこと。 

ｃ 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他

の職種の賃金改善に要する費用の見込額の２倍以上であること。た

だし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見

込額を上回らない場合はこの限りでないこと。 

ｄ その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回

らないこと（賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合

には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない）。 

② 賃金改善計画の記載 

特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第４

号の２イ⑵に定める介護職員等特定処遇改善計画書を、次の一から六ま

でに掲げる事項について、別紙様式２－１及び別紙様式２－３により作

成すること。 

一 特定加算の見込額（別紙様式２－１の２⑵⑤） 

３⑴①一の規定を準用する。 

二 賃金改善の見込額（別紙様式２－１の２⑵⑥） 

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改

善に要する見込額（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の

増加分を含むことができる。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた

額をいう。）とし、一の額を上回る額でなければならない。 

ａ  特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総

額（処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額を除く。） 

ｂ  前年度の賃金の総額 

特定加算を取得する前年の１月から 12 月までの 12 か月間の賃金

の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護

サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く。）。なお、これにより

難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の

賃金の総額を推定するものとする。 

三 グループ毎の平均賃金改善額（別紙様式２－１の２⑵⑦） 
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各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改

善に要する見込額のグループ毎の平均額（ａの額をｂ及び六の賃金改

善実施期間で除して算出した額）をいう。 

ａ 一の特定加算の見込額 

ｂ 前年度の一月当たり常勤換算職員数（小数点第２位以下切り捨て）

（原則として、当該計画書を提出した前月の常勤換算職員数をいう。

ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数によ

る算出も可能とする。） 

四 前年度のグループ毎の平均賃金額（月額） 

特定加算を取得する前年度のグループ毎の平均賃金額（月額）（a の

額をｂで除した額）をいう。（実績報告書においてグループ毎の平均賃

金改善額を確認するために用いるもの。） 

ａ 前年度の賃金の総額 

加算を取得する前年の１月から 12 月までの 12 か月間の賃金の総

額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サー

ビス事業者等の独自の賃金改善額を除く。）。 

ｂ 前年度の常勤換算職員数（小数点第２位以下切り捨て） 

加算を取得する前年の１月から 12 月までの 12 か月間の常勤換算

職員数（その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数によ

る算出も可能。） 

五 ｢経験・技能のある介護職員｣のうち、月額８万円の改善又は改善後の

賃金が年額 440 万円以上となった者の見込数 

六 賃金改善実施期間（別紙様式２－１の２⑵⑧） 

３⑴①三の規定を準用する。 

③ 賃金改善を行う賃金項目及び方法（別紙様式２－１の２⑶） 

賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した又はする予定である

給与の項目の種類（基本給、手当、賞与等）等）、賃金改善の実施時期や

対象職員、平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体

的に記載すること。なお、「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考

え方については、必ず記載すること。また、処遇改善加算等の他に、各介

護サービス事業者等の独自の賃金改善を行っている場合には、その内容

を記載すること。 

④ 賃金改善以外の要件に係る記載 

取得する特定加算の区分に応じ、次に掲げる要件について、加算の算定

要件に応じて、介護職員等特定処遇改善計画書に記載すること。 

（職場環境等要件）（別紙様式２－１の４） 
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届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除

く。）の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、

複数の取組を行うこととし、別紙１表４の「入職促進に向けた取組」、「資

質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の

推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改

善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに１以上の取組

を行うこと。なお、令和３年度においては、６の区分から３の区分を選択

し、それぞれで一以上の取組を行うこと。処遇改善加算と特定加算におい

て、異なる取組を行うことまでを求めるものではないこと。 

（介護福祉士の配置等要件）（別紙様式２－１の２⑵③） 

サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分（訪問介護にあって

は特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあっては

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は入居継続支援加算(Ⅰ)

若しくは(Ⅱ)、地域密着型通所介護（療養通所介護費を算定する場合）に

あってはサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)ロ、介護老人福祉施

設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は日常生

活継続支援加算）の届出を行っていること。 

（処遇改善加算要件）（別紙様式２－１の２⑵②） 

処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを届出を行っていること

（特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行っている場

合を含む。）。 

（見える化要件）（別紙様式２－１の５） 

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表

していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定

加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内

容を記載すること。 

当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者の

ホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。 

なお、当該要件については、令和３年度は算定要件とはされない。 

（特定加算の算定要件） 

加算を取得するに当たっては、取得する処遇改善加算の区分に応じた

要件を満たすこと。 

イ 特定加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要

件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。 

ロ 特定加算(Ⅱ)については、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見

える化要件の全てを満たすこと。 
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４ 実績報告書等の作成 

⑴ 介護職員処遇改善加算 

処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第４号イ⑷

の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の

翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式３－１及び３－２

の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、２年間保存することとする。 

一  処遇改善加算の総額（別紙様式３－１の２①） 

二 賃金改善所要額（別紙様式３－１の２②） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改

善に要した費用（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加

分に充当した場合は、その額を含む。）の総額（ａの額からｂの額を差し

引いた額をいう。）であって、一の額以上の額を記載する。 

ａ 介護職員に支給した賃金の総額（特定加算を取得し実施される賃金

改善額を除く。） 

ｂ 前年度の賃金の総額（３⑴①二ｂの額） 

三 職場環境等要件に基づいて実施した取組（別紙様式３－１の２⑤） 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 

特定加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第４号の二イ⑷

の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の

翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式３－１及び３－２

の介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出し、２年間保存することとす

る。 

一  特定加算の総額（別紙様式３－１の２①） 

二 賃金改善所要額（別紙様式３－１の２②） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改

善に要した費用（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加

分に充当した場合は、その額を含む。）の総額（ａの額からｂの額を差し

引いた額をいう。）であって、一の額以上の額を記載する。 

ａ 職員に支給した賃金の総額（処遇改善加算を取得し実施される賃金

改善額を除く。） 

ｂ 前年度の賃金の総額（３⑵②二ｂの額） 

三 グループ毎の平均賃金改善額（別紙様式３－１の２③） 

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善

に要するグループ毎の平均額（ａの額をｂで除したもの。）からｃの額を

差し引いたものをいう。 
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ａ  各グループにおける、職員に支給した賃金の総額（処遇改善加算を

取得し実施される賃金改善額を除く。） 

ｂ 当該グループの対象人数（原則として常勤換算方法によるものとす

る。ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数に

よる算出も可能とする。） 

ｃ  前年度のグループ毎の平均賃金額（月額）（３⑵②四の額） 

四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額８万円の改善又は改善後の

賃金が年額 440 万円以上となった者の数（当該者を設定できない場合は

その理由）（別紙様式３－１の２④） 

五 職場環境等要件に基づいて実施した取組（別紙様式３－１の２⑤） 

 

５ 届出内容を証明する資料の保管及び提示 

処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提

出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠と

なる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった

場合には速やかに提示しなければならない。 

イ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 89 条に規定する就業規則（賃金・

退職手当・臨時の賃金等に関する規程、３⑴②のうちキャリアパス要件Ⅰに

係る任用要件及び賃金体系に関する規程、３⑴②のうちキャリアパス要件

Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合に

は、それらの規程を含む。以下「就業規則等」という。） 

ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類（労働保険関係成立届、労

働保険概算・確定保険料申告書等） 

 

６ 都道府県知事等への届出 

⑴ 処遇改善加算等の届出 

処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善

加算等を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、

当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等（当該介護サービス

事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当

該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長（特別区長を含む。以下同

じ。）である場合は市町村長とする。以下同じ。）に提出するものとする。 

⑵ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例 

別紙様式２－２又は２－３に含まれる介護サービス事業者等の指定権者

である都道府県知事等に、別紙様式２－１から２－３を届け出なければな

らない。 
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７ 都道府県知事等への変更等の届出 

⑴ 変更の届出 

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画

書に変更（次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に限る。）があった

場合には、次の①から⑥までに定める事項を記載した変更の届出を行う。 

① 会社法（平成 17 年法律第 86 号）の規定による吸収合併、新設合併等

により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃

金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容 

② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお

いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減（新規指定、廃

止等の事由による。）があった場合 

・ 処遇改善加算については、別紙様式２－１の２⑴及び別紙様式２－２ 

・ 特定加算については、別紙様式２－１の２⑵及び別紙様式２－３ 

③ 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合は、

当該改正の概要 

④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（該当する処遇改善加算

の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)若しくは処遇改善加算

(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要

件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。）があった

場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要

件等の変更に係る部分の内容 

⑤ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加

算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書におけ

る賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容 

なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせ

ないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき

ない状況が常態化し、３か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこ

と。 

⑥ 別紙様式２－１の２⑴④ⅱ）、２⑵⑥ⅱ）、⑦ⅳの額に変更がある場合

（上記①から⑤までのいずれかに該当する場合及び７⑵に該当する場合

を除く。） 

⑵ 特別事情届出書 

事業の継続を図るために、職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除

く。以下この７において同じ。）を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、

以下の①から④までの事項を記載した別紙様式４の特別な事情に係る届出
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書（以下「特別事情届出書」という。）を届け出ること。なお、年度を超え

て介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加

算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出

する必要がある。 

① 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支

（介護事業による収支に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減

少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰

りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 

②  介護職員（特定加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象として

いる介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。（以

下この７において同じ。））の賃金水準の引き下げの内容 

③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得

ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等 

 

８ 処遇改善加算等の停止 

都道府県知事等は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事業者等が⑴

又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全

部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等を取り消すことがで

きる。 

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等（法人で

ある場合に限る。）であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サ

ービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携し

て実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすること

が望ましい。 

⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水

準の引き下げを行いながら７⑵の特別事情届出書の届出が行われていな

い等、算定要件を満たさない場合 

⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合 

 

９ 処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について 

都道府県等は、処遇改善加算等を算定している介護サービス事業所等が処

遇改善加算等の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運

用に努められたい。 

⑴ 賃金改善方法の周知について 

処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善
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を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則

等の内容についても職員に周知すること。 

また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があっ

た場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど

分かりやすく回答すること。 

⑵ 介護職員処遇改善計画書等について 

都道府県等が介護サービス事業者等から計画書を受け取る際は処遇改善

加算等の「見込額」と「賃金改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は

処遇改善加算等の「加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金

改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。

特定加算については、グループごとの「平均賃金改善額」についても、同様

に確認すること。 

⑶ 労働法規の順守について 

処遇改善加算等の目的や、算定基準第４号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を

遵守すること。 

 

10 処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について 

「１ 基本的考え方」で示したとおり、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は令和３

年３月 31 日で廃止する。ただし、令和３年３月 31 日時点で算定している事

業所については、令和４年３月 31 日まで算定できるものとする。都道府県等

におかれては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定している介護サービス事業

者等に対しては、「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」等を活用する

ことにより、当該事業者が、より上位の区分（処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで

をいう。）の加算を算定できるように、積極的な働きかけを実施されたい。 

 

11 その他 

⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について 

「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や

中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについて

は以下の通りとすること。 

①  別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。 

② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者

等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった

場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サー

ビス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。 

③ 別紙様式について押印は要しないこと。 
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⑵ 処遇改善加算等の取得促進について 

介護サービス事業者等における処遇改善加算等の新規取得や、より上位

の区分の取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援

事業」を適宜活用されたい。また、国が当該事業を行うに当たっては、協力

を御願いしたい。 

⑶ 介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について 

介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇

用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは

事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施している。処遇

改善加算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助も行っ

ていることから適宜案内されたい。 

なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、（公財）介

護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行うこと

も可能であることを申し添える。 



別紙１

表１　加算算定対象サービス

介護職
員処遇
改善加

算
（Ⅰ）
に該当
（ア）

介護職
員処遇
改善加
算

（Ⅱ）
に該当
（イ）

介護職
員処遇
改善加

算
（Ⅲ）
に該当
（ウ）

介護職
員処遇
改善加

算
（Ⅳ）
に該当
（エ）

介護職
員処遇
改善加
算

（Ⅴ）
に該当
（オ）

介護職員
等特定処
遇改善加
算（Ⅰ）
に該当

介護職員
等特定処
遇改善加
算（Ⅱ）
に該当

13.7% 10.0% 5.5% 6.3% 4.2%

13.7% 10.0% 5.5% 6.3% 4.2%

13.7% 10.0% 5.5% 6.3% 4.2%

5.8% 4.2% 2.3% 2.1% 1.5%

5.9% 4.3% 2.3% 1.2% 1.0%

5.9% 4.3% 2.3% 1.2% 1.0%

4.7% 3.4% 1.9% 2.0% 1.7%

8.2% 6.0% 3.3% 1.8% 1.2%

8.2% 6.0% 3.3% 1.8% 1.2%

10.4% 7.6% 4.2% 3.1% 2.4%

10.2% 7.4% 4.1% 1.5% 1.2%

10.2% 7.4% 4.1% 1.5% 1.2%

11.1% 8.1% 4.5% 3.1% 2.3%

8.3% 6.0% 3.3% 2.7% 2.3%

8.3% 6.0% 3.3% 2.7% 2.3%

8.3% 6.0% 3.3% 2.7% 2.3%

3.9% 2.9% 1.6% 2.1% 1.7%

3.9% 2.9% 1.6% 2.1% 1.7%

2.6% 1.9% 1.0% 1.5% 1.1%

2.6% 1.9% 1.0% 1.5% 1.1%

2.6% 1.9% 1.0% 1.5% 1.1%

2.6% 1.9% 1.0% 1.5% 1.1%

表２　加算算定非対象サービス

介護福祉施設サービス

（介護予防）短期入所生活介護

サービス区分

介護職員処遇改善加算
介護職員等

特定処遇改善加算

キャリアパス要件等の適合状況に応じた
加算率

サービス提供体制強化
加算等の算定状況に応

じた加算率

介護保健施設サービス

（介護予防）短期入所療養介護 （老健）

介護療養施設サービス

（介護予防） 短期入所療養介護
（病院等（老健以外）)

（ウ）
により
算出し
た単位
（一単
位未満
の端数
四捨五
入）×
0.8

サービス区分 加算率

地域密着型通所介護

（介護予防）通所リハビリテーション

（介護予防）特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

夜間対応型訪問介護

（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具
貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支
援、介護予防支援

0%

介護医療院サービス

（介護予防）短期入所療養介護（医療院）

（ウ）
により
算出し
た単位
（一単
位未満
の端数
四捨五
入）×
0.9

（介護予防）認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（介護予防）訪問入浴介護

通所介護

訪問介護

地域密着型介護老人福祉施設

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護



表３－１　キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分＜処遇改善加算＞

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

表３－２　サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率＜特定加算＞

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

表４　職場環境等要件

３－（２）－④の介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環
境等要件及び見える化要件の全てを満たす対象事業者

３－（２）－④の処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件
の全てを満たす対象事業者

３－（１）－②のキャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちら
かを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす対象事業者

３－（１）－②のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環
境等要件のいずれかを満たす対象事業者

３－（１）－②のキャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満た
していない対象事業者

３－（１）－②のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリア
パス要件Ⅲ、職場環境等要件の全てを満たす対象事業者

３－（１）－②のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環
境等要件の全てを満たす対象事業者

腰痛を含む心身の健康管理

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導
入及び研修等による腰痛対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等
健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

区分 内容

入職促進に向けた取組

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確
化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕
組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施
設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正
規職員から正規職員への転換の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技
術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対
するマネジメント研修の受講支援等

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業
務量の縮減

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含め
た介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化

５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による
職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた
勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実
施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

生産性向上のための業務改善の取組

やりがい・働きがいの醸成



別紙様式２－１

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書（令和 年度）

１　基本情報＜共通＞

〒

　【本計画書で提出する加算】　※加算名をチェックすること。

介護職員処遇改善加算（処遇改善加算） 介護職員等特定処遇改善加算（特定加算）

２　賃金改善計画について＜共通＞
※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。

（１）介護職員処遇改善加算

① 算定する加算の区分 　

② 介護職員処遇改善加算の算定対象月

③ 令和 年度介護職員処遇改善加算の見込額

④ 賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ） (右欄の額は③欄の額を上回ること）

(ア)前年度の介護職員の賃金の総額

(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額

(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額(その他の職種に支払われた額を除く)

(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額

⑤ 令和 年 月 令和 年 月

【記入上の注意】

・

・

・

・

フリガナ

E-mail連絡先

法人所在地

フリガナ

FAX番号電話番号

法人名

書類作成担当者

※　別紙様式２－２のとおり

賃金改善実施期間

円

円

円

～

（１）④ⅰ）の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）」及びⅱ）(ア)の「前年度の介護職員の賃金の
総額」には、介護職員処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

提出先

（１）④ⅱ）(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」は、都道府県国
民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。（特定加算の加算の総額について
は、その他の職種に支給された額を除く。）

円

円

－

0 円

円

ⅱ）前年度の介護職員の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃
金改善額を除く）【基準額１】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

ⅰ）介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）

（１）④ⅱ）(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改
善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。）をいう。（処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。）本欄に記載した賃金改善につ
いては、「（３）ハ　各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の
内容を記載すること。

（１）④ⅰ）の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）」には、特定加算を取得し実施され
る賃金の改善見込み額を除いた額を記載すること。

円



（２）介護職員等特定処遇改善加算

① 　

②

③

④

⑤ 令和 年度介護職員等特定処遇改善加算の見込額(g)

⑥ 賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ） (右欄の額は⑤欄の額を上回ること）

ⅰ）特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）

(ア)前年度の賃金の総額

(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額

(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額

⑦ 平均賃金改善額

円 円 円

ⅱ）前年度の常勤換算職員数(i) 人 人 人

ⅲ）前年度の一月当たりの常勤換算職員数(j) 人 人 人

ⅳ）前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額３】(h)/(i) 円 円 円

(A)のみ実施 円

（ 円 ） （ 円 ）

(A)及び(B)を実施 円 円

（ 円 ） （ 円 ） （ 円 ）

(A)(B)(C)全て実施 円 円 円

（ 円 ） （ 円 ） （ 円 ） （ 円 ）

上記以外の方法で実施 円 円 円

（ 円 ） （ 円 ） （ 円 ） （ 円 ）

月額平均８万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者 人（見込）

（「月額平均８万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由）

小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均８万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

その他（ ）

⑧ 賃金改善実施期間(k) 令和 年 月 令和 年 月 ( )

【記入上の注意】

・

・

・

・

・

・

か月～

算定する特定加算の区分

円

（２）⑥ⅱ）(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改
善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。）をいう。（処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。）本欄に記載した賃金改善につ
いては、「（３）ハ　各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の
内容を記載すること。

（２）⑥ⅰ）の｢特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)｣及びⅱ）(ア)の「前年度の賃金の総額」には、特定加算による賃
金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

月額平均８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化す
ることが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

（２）⑦ⅲ）の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算
方法により算出した職員数を記載すること。また、賃金改善前の賃金が既に年額４４０万円を上回り、特定加算の配分対象とならない職員について
は、「その他の職種（C）」の常勤換算職員数に含めること。なお、「その他の職種（C）」については、実人数によることもできる。

他の介護職員(B) その他の職種(C)

（２）⑦ⅰ）の「前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）」には、一括申請を行う場合
については、原則として、前年１月から12月までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種（C)」には、賃金改善前の賃金が既に年額４
４０万円を上回る職員の賃金を含まないこと。

（２）⑥ⅱ）(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国
民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

円

（２）⑥ⅰ）の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」には、処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額を除いた
額を記載すること。

ⅴ）グループ毎の平均賃金改善
額(月額)(g)/(j)/(k)

※予定している配分方法について選
択すること。（いずれか1つ）
※当該年度の特定加算の見込額と前
年度の一月当たりの常勤換算方法に
より算出した職員数から算出した一人
当たり配分額(月額)。(括弧内はグ
ループ毎に配分可能な加算総額(年
額))

ⅱ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を
除く）【基準額２】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

ⅰ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される
賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）(h)

円

　※①、③、④　別紙様式２－３のとおり、②　別紙２－２のとおり

円

経験・技能のある
介護職員(A)

0 円

特定加算の算定対象月

介護福祉士の配置等要件
※サービス提供体制強化加算等の届出状況

円

円

円

介護職員処遇改善加算の取得状況



（３）賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ　介護職員処遇改善加算 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

基本給 手当（新設） 手当（既存の増額） 賞与 その他

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

就業規則の見直し 賃金規程の見直し その他 （ ）

（賃金改善に関する規定内容）

　※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

　※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 年 月 （ 実施済 予定 ）

ロ　介護職員等特定処遇改善加算　 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

(A)経験・技能のある介護職員 (B)他の介護職員 (C)その他の職種

 （(A)にチェック（✔）がない場合その理由）

基本給 手当（新設） 手当（既存の増額） 賞与 その他

（当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程）

就業規則の見直し 賃金規程の見直し その他 （ ）

（賃金改善に関する規定内容）

　※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。 　
　　　資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること。

　※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 年 月 （ 実施済 予定 ）

ハ　各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善

（１）④ⅱ）(エ)又は（２）⑥ⅱ）(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載

独自の賃金改
善額の算定根
拠

経験・技能の
ある介護職員
の考え方

具体的な取組
内容

令和

独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

賃金改善を行
う職員の範囲

賃金改善を行
う給与の種類

具体的な取組
内容

平成

賃金改善を行
う給与の種類



３　キャリアパス要件について＜処遇改善加算＞　

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

次の要件について該当するものにチェック（✔）し、必要事項を具体的に記載すること。

キャリアパス要件Ⅰ　次のイからハまでのすべての基準を満たす。 加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 該当 非該当

イ 介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ　次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 該当 非該当

イ

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅲ　次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Ⅰの場合は必ず「該当」 該当 非該当

イ

①

②

③

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するととも
に、介護職員の能力評価を行う。　※当該取組の内容について下記に記載すること

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定
し、研修の実施又は研修の機会を確保している。

経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

具体的な仕組みの内容（該当
するもの全てにチェック（✔）
すること。）

資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介
護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価
基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

※要件Ⅲを満たす（加算Ⅰを算定する）場合、昇給する仕組みを具体的に記載している就業規則等について、指定権者からの求めがあった場合には
速やかに提出できるよう、適切に保管すること。

②

介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを
設けている。

イの実現のための具体的な取
組内容
（該当する項目にチェック
（✔）した上で、具体的な内容
を記載）

①



４　職場環境等要件について＜共通＞　
※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

５　見える化要件について＜特定加算＞※令和３年度は算定要件としない

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

　実施している周知方法について、チェック（✔）すること。

「介護サービス情報公表システム」への掲載 ／ 掲載予定

／ 掲載予定

／ 掲載予定

その他( ) ／ 予定

以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。

処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。

加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。

キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。

本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

※

令和 年 月 日

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰
痛対策の実施

事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

【処遇改善加算】
届出に係る計画の期間中に実施する事項について、全体で必ず１つ以上にチェック（✔）すること。 (ただし、記載するに当たっては、選択したキャリア
パスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。)
【特定加算】
届出に係る計画の期間中に実施する事項について、必ず全てにチェック（✔）すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上
やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やり
がい・働きがいの醸成」について、それぞれ１つ以上（令和３年度は、６つの区分から３つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ１つ以上）の取組
を行うこと。※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

入職促進に向
けた取組

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

両立支援・多
様な働き方の
推進

腰痛を含む心
身の健康管理

生産性向上の
ための業務改
善の取組

やりがい・働き
がいの醸成

会議録、周知文書

本表への虚偽記載の他、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返還
や指定取消となる場合がある。

労働保険料の納付が適正に行われています。

―

労働保険関係成立届、確定保
険料申告書

労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法そ
の他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

証明する資料の例

資質向上のための計画

確認項目

給与明細

就業規則、給与規程

勤務体制表、介護福祉士登録証

ホームページ
への掲載

その他の方法
による掲示等

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

代表者 職名 氏名

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管しているこ
とを誓約します。

法人名

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

内容

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者
に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ
の転換の制度等の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

区分

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

自社のホームページに掲載

有給休暇が取得しやすい環境の整備

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業
務の提供）等による役割分担の明確化

５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築



別紙様式２－２ 介護職員処遇改善計画書（施設・事業所別個表）

0

（１）介護職員処遇改善加算
事業所の所在地 ③

都道府県 市区町村

1 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

2 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

3 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

4 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

5 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

6 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

7 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

8 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

9 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

10 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

11 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

12 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

13 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

14 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

15 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

16 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

17 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

18 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

19 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

20 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

法人名

①

介護保険事業所番号 指定権者名 事業所名 サービス名

一月あたり
介護報酬
総単位数
[単位](a)

１単位あ
たりの単
価[円](b)

　　介護職員処遇改善加算額（見込額）の合計［円］

②

算定対象月(d)
新規・継続の

別

算定する
介護職員
処遇改善
加算の区

分

介護職員処遇
改善加算の見

込額
(a×b×c×d)

[円]

加
算
率

(

c

)



別紙様式２－３ 介護職員等特定処遇改善計画書（施設・事業所別個表）

　　介護職員等特定処遇改善加算額（見込額）の合計[円] 0

（２）介護職員等特定処遇改善加算
事業所の所在地 ③ ⑤

都道府県 市区町村

1 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

2 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

3 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

4 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

5 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

6 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

7 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

8 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

9 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

10 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

11 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

12 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

13 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

14 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

15 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

16 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

17 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

18 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

19 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

20 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

介護職員等特
定処遇改善加
算の見込額
(a×b×e×f)

[円]

法人名

① ④

介護保険事業所番号 指定権者名 事業所名 サービス名

一月あたり
介護報酬
総単位数
[単位](a)

１単位
あたりの
単価[円]

(b) 介護福祉士配置等要件
新規・
継続
の別

算定する介護
職員等特定
処遇改善加
算の区分

加
算
率

(

e

)

算定対象月(f)



別紙様式３－１

年度）

１　基本情報

〒

　【本報告書で報告する加算】　加算名称にチェックを入れること。

介護職員処遇改善加算（処遇改善加算） 介護職員等特定処遇改善加算（特定加算）

２　実績報告＜共通＞ ※詳細は別紙様式３－２に記載

① 令和 年度分の加算の総額

② 賃金改善所要額（ⅰ－ⅱ） (右欄の額は①欄の額を上回ること)

ⅰ）加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額

　本年度の賃金の総額(a)

　介護職員処遇改善加算の総額(b)

ⅱ）前年度の賃金の総額【基準額１】【基準額２】

※②の「本年度の賃金の総額」には、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

※「前年度の賃金の総額」には、計画書の（１）④ⅱ）又は（２）⑥ⅱ）の額を記載すること。

③ 平均賃金改善額＜特定＞

（Ａ）経験・技能のある介護職員 円

（Ｂ）他の介護職員 円

（Ｃ）その他の職種 円 円

※「前年度の平均賃金額（月額）」には、計画書（２）⑦ⅳ）の額を記載すること。

④ 月額平均８万円又は改善後の賃金が年額440万円となった者＜特定＞

（設定できない事業所があった場合その理由）　※複数回答可

## 小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

## 職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均８万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

##

## その他 （ ）

※ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。

※

フリガナ

フリガナ

E-mail

　介護職員等特定処遇改善加算の総額(c)
　（その他の職員への支給分を除く）

円

FAX番号

介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算

連絡先 電話番号

円

円

提出先

円

円

円 円

円

円

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書（令和

法人所在地

法人名

書類作成担当者

－

円

円円

改善後の賃金が
最も高額となった者

の賃金(年額)
(配分比率)

賃金改善を
実施した
グループ

前年度の平均賃金
額(月額)【基準額３】

本年度の平均賃金
額(月額)

平均賃金改善額

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者
の指定取消となる場合があるので留意すること。

月額平均８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力
や処遇を明確化することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

人いずれかに該当する人数

（対象外） -

（対象外） -

-（対象外） （対象外）

（対象外）

（対象外）

(a)ｰ(c) (a)ｰ(b)



⑤職場環境等要件に基づいて実施した取組について＜全体＞

※今年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

⑥その他（やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合等については、下記の欄に記載すること。）

　

令和 年 月 日

 （代表者名）

 （法人名）  

実績報告書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管してい
ることを誓約します。

【処遇改善加算】
届出に係る計画の期間中に、全体で必ず１つ以上の取組を行うことが必要であること
【特定加算】
届出に係る計画の期間中に、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む
心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ１つ以上（令和３年度は、６つの区分から３
つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ１つ以上）の取組を行うことが必要であること。

区分 内容

入職促進に向
けた取組

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に
対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多
様な働き方の
推進

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への
転換の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心
身の健康管理

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛
対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上の
ための業務改
善の取組

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務
の提供）等による役割分担の明確化

５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働き
がいの醸成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善



別紙様式３－２ 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書（施設・事業所別個表）　

経験・技能の
ある介護職員

(A)

他の
介護職員(B)

その他の職種
(C)

経験・技能の
ある介護職員

(A)

他の
介護職員(B)

その他の職種
(C)

賃金改善前の
賃金が年額

440万円を上回
る職員

経験・技能
のある介護

職員(A)

他の
介護職員(B)

その他の職
種(C)

未設定の
事業所

　介護職員処遇改善加算の合計

　介護職員等特定処遇改善加算の合計

※本表に記載する事業所は、計画書の別紙様式２－２に記載した事業所と一致しなければならない。

※事業所の数が多く、１枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加すること。

介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算

事業所の所在地

都道府県 市区町村

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

法人名

本年度の加算の総額
［円］

本年度の賃金
の総額［円］

（グループ別内訳）

算定する介護
職員処遇改善
加算の区分

サービス名

※賃金改善前の賃金が既に年額４４０万円を上回り、特定加算の配分対象とならない職員については、
「その他の職種（C）」の常勤換算職員数に含めること。なお、「その他の職種（C）」については、実人数に
よることもできる。

指定権者介護保険事業所番号 事業所名 本年度の加算
の総額［円］ 経験・技能のあ

る介護職員(A)
他の

介護職員(B)

グループ別内訳

0

算定する介護
職員等特定処
遇改善加算の

区分

本年度の賃金
の総額［円］ 経験・技能のある

介護職員(A)

（グループ別内訳）

本年度の賃金の総額(［円］

賃金改善前の
賃金が年額440
万円を上回る職

員

経験・技能のあ
る介護職員のう
ち月平均8万
円以上又は年
額440万円以

上［人］

その他の職種
(C)

経験・技能の
ある介護職員

(A)

本年度の加算
の総額［円］ 他の

介護職員(B)
他の

介護職員(B)

グループ別内訳
経験・技能の
ある介護職員
のうち月平均8
万円以上又は
年額440万円

以上［人］

本年度の常勤換算職員数［人］

本年度の常勤換算職員数［人］

経験・技能の
ある介護職員

(A)

他の
介護職員(B)

その他の職種
(C)

その他の職種
(C)



別紙様式４

年度）

基本情報

〒

１．事業の継続を図るために、介護職員の賃金を引き下げる必要がある状況について

２．賃金水準の引き下げの内容

３．経営及び賃金水準の改善の見込み

※ 経営及び賃金水準の改善に係る計画等を提出し、代替することも可。

４．賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について

令和 年 月 日

特別な事情に係る届出書（令和

フリガナ

法人名

法人所在地

フリガナ

書類作成担当者

連絡先 電話番号 FAX番号 E-mail

当該法人の収支（介護事業に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が
悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況について記載

 （代表者名）

労使の合意の時期及び方法等について記載

 （法人名）  



各都道府県介護保険担:当課 (室 )

各市町村介護保 I寅担当課 (室) 御 中

← 厚生労l動省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課

〈
フ

ロ の内容

「令不日3年度介護報酬‖改定に関するQ&A

(Vol.1)(令不日3年 3月 19日 )」

の送付について

計 17枚 (本紙を除く)

Vol.941

ヽ令和 3年 3月 19日

厚 生 労 l動 省 老 健 局

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・ 地域介護推進課

貴関係諸団体に速やつに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。

連絡先 TELi03-5253-1111(内 線 3948、 3971、 3979)

FAXi03-3595-4010



事 務 連 絡

令和 3年 3月 19日

都道府県

各 指定都市 介護保険主管部 (局)御 中

中 核 市

厚生労働省老健局老  人  保  健  課

高 齢  者  支  援 課

認知症施策 “地域介護推進課

「令和 3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和 3年 3月 19日 )、 」

の送付について

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力を′いただき、厚く御

礼申し上げます。

「令和 3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和 3年 3月 19日 )」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底 し、その取扱いに当たつては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。

-46-



令和3年度介度報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(令和3年 3月 19日 )     ・

【全サービス共通】

O 人員配置基準における両立支援

問1 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後

体業や育児口介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常

勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有す

る」かについてどのように判断するのか。

(答 )

・ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離

職防止 口定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。

<常勤の計算>
と 育児 口介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護

の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の

短縮等を利用する場合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。

<常勤換算の計算>
・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間

の短縮等を利用する場合、週 30時間以上の勤務で、常勤換算上も1と 扱う。

※ 平成 27年度介護報酬改定に関するQ&A(平 成 27年 4月 1日 )問 2は削除する。

<同等の資質を有する者の特例>
B 『常動」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児 出介護休業、育児体業に準

ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の

非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。

口 なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしてい

た、勤続年数や所定の研修の修7な ど各施設基準や加算の算定要件として定められた資

質を満たすことである。

1
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【通所介腹、通所リハビリテーシヨン、地増密着型通所介直、隠知症対応型通所介饉、介

直予防隠知症対応型通所介直】

0 3%加 算及び規模区分の特例 (利用延人員数の減少理由)

問2 新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への3%加算 (以下「3%加算」

という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例 (以下「規模区分の特例」とい

う。)の対象となつているが、現に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少が一

定以上生じている場合にあつては、減少の具体的な理由 (例えば、当該事業所の所在す

る地域に緊急事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府県、保健所を設置する

市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所において感染者が発生し

たか否か等)は間わないのか。

(答 )

対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした感染症又は災害について

は、利用延人員数の減少が生じた具体的な理由は間わず、当該感染症又は災害の影響と

想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあってはt3%加算や規模

区分の特例を適用することとして差し支えない。

2
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問3 各月の利用延人員数及び前年度の 1月 当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地

域密着型通所介護及び (介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び

福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12年 3月 1日 老企第 36号)(以下

「留意事項通知」という。)第 2の フ (4)及び (5)を、通所リハビリテエシヨンに

ついては留意事項通知第2の 8(2)及び (8)を準用し算定することとなつているが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの体業の要請を受

けた事業所にあつては、体業要請に従つて休業した期間を、留意事項通知の「正月等の

特別な期間」として取 り扱うことはできるか。

0 3%加 算及び規模区分の特例 (新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱

い )

(答 )

日 留意事項通知において「一月間 (暦月)、 正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実

施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六

を乗じた数によるものとする。」としているのは、「正月等の特別な期間」においては、

ほとんど全ての事業所がサービス提供を行つていないものと解されるためであり～この

趣旨を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、これに従つて休業した期間や、

自主的に体業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできない。

なお、通所介護、通所リハビリテーシヨンにあつては、留意事項通知による事業所規

模区分の算定にあたつても、同様の取扱いとすることとする。

【B知症対応型通所介直、介度予防B知症対応型通所介度】

0 30ノ6加算及び規模区分の特例 (介護予防サービスと一体的に実施している場合)

(答 )

貴見のとおり。

3

間4 各月の利用延人員数及び前年度の 1月 当たりの平均利用延人員数は、認知症対応

型通所介護については、留意事項通知第 2の 7(4)及び (5)を準用し算定すること

となつているが～指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者の指定をあわせて受けている場合であつて両事業を一体的に実施している場

合、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。
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【通所介直、通所リハビリ
'―

シヨン、地壊密着型通所介直、諷知症対応型通所介直、介

慶予防隠知症対応型遭所介腹】

0 3%加 算及び規模区分の特例 (加算算定延長の可否)

(答 )

通所介護事業所等から、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要す

ること等の理由が提示された場合においては、加算算定の延長を認めることとして差し

支えない。

間5 3%加 算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が5%以

上減少している場合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の居出

を行うこととなつているが、どのような理由があげられている場合に加算算定延長を

認めることとすればよいのか。都道府県H市町村において、届出を行つた通所介護事業

所等の運営状況等を鑑みt判断することとして差し支えないのか。

4
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問6 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算

算定の届出は年度内に 1度 しか行うことができないのか。例えば、令和 3年 4月 に利用

延人員数が減少し、令和 3年 5月 に30/o加算算定の層出を行い、令和 3年 6月 から3%

加算を算定した場合において、令和3年 6月 に利用延人員数が回復し、令和3年 7月 を

もつて3%加算の算定を終了した事業所があつたとすると、当該事業所は令和3年度

中に再び利用延人員数が減少した場合で
|、 再度3%加算を算定することはできない

のか。

0 3%加 算及び規模区分の特例 (3%加算の年度内での算定可能回数)

(答 )

新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合にあつては、こ

の感染症に係る影響の現状に鑑み、3%加算の再算定の可否は1柔軟に判断することと

して差し支えない。なお、3%加算算定の延長を行つた事業所であつて、30/o加算算定

の延長終了の前月にあつても利用延人員数の減少が生じている場合は、 30/c加 算算定延

長終了月に再度3%加算算定の届出を行うものとする。このため、 1年度内においては

最大で 12月 間 (※)3%加算算定を行う二とができる。

(※ )2月 :利用延人員数の減少が発生。

3月 :3%加算算定の届出を行う。

4月 (～ 6月 ):30ノ6加算を算定。(30ノ6加算算定期間 :年度内累計 3月 )

6月 :3%加算算定延長の届出を行う。

7月 (～ 9月 ):3%加算を延長。(3%加算算定期間 :年度内累計 6月 )

8月 (当初の3%加算算定の延長終了月の前月)

:利用延人員数の減少がなお継続。

9月 (当初の3%加算算定の延長終了月)

:3%加算算定 (2回 日)の層出を行う。

10月 (～ 12月 ):30ノ6加算を算定。(3%加算算定期間 :年度内累計 9月 )

12月 :3%加算算定延長 (2回 目)の届出を行う。

1月 (ィ 3月 ):3%加算を延長。(3%加算算定期間 :年度内累計 12月 )

ただし、新型コロナウイルス感染症以外の感染症や災害 (3%加算の対象となる旨を

厚生労働省から事務導絡によりお知らせしたものに限る。)によつて利用延人員数の減

少が生じた場合にあつては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害

を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。

5
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問7 規模区分の特例適用の届出は年度内に 1 度しか行うことができないのか。例えば、

令和3年 4月 に利用延人員数が減少し、令和 3年 5月 に規模区分の特例適用の届出を

行い、令和3年 6昂 から規模区分の特例を適用した場合において、令和3年 6月 に利用

延人員数が回復し、令和 3年 7月 をもって規模区分の特例の適用を終了した事業所が

あったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、

再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。

【通所介度、通所リハビリテーシヨン】

0 3%加 算及び規模区分の特例 (規模区分の特例の年度内での算定可能回数)

(答 )

通所介護 (大規模型 I、 大規模型Ⅱ)、 通所リハビリテーシヨン事業所 (大規模型

I、 大規模型Ⅱ)については、利用延人員数の減少が生じた場合においては、感染症又

は災害 (規模区分の特例の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした

ものに限る。)力湖嘔事由であるか否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適

用の層出及びその適用を行うことが可能である。また、同一のサービス提供月におい

て、3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが、同一年度

内に3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことは可能であり、例えば、

以下も可能である。(な お、同時に3%加算の算定要件と規模区分の特例の適用要件の

ぃずれにも該当する場合は、規模区分の特例を適用することとなつていることに留意す

ること。)

一 年度当初に3%加算算定を行つた事業所について、3%加算算定終了後に規模区分

の特例適用の層出及びその適用を行うこと。(一度 30/c加算を算定したため、年度肉

は30/o加算の申請しか行うことができないということはない。)

二 年度当初に規模区分の特例適用を行つた事業所について、規模区分の特例適用終了

後に3%加算算定の届出及びその算定を行うこと。(一度規模区分の特例を適用した

ため、年度内は規模区分の特例の適用しか行うことができないということはない。)

6
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【通所介直、通所リハビリテーシヨン、地増密着型通所介腹、諷知症対応型遍所介慶、介

直予防醒知症対応型通所介慶】

0 3%加 算及び規模区分の特例 (3%加算や規模区分の特例の終期)

問8 3%加 算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生

した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなつているが、対

象となつた後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も

事務連絡により示されるのか。

(答 )

J 新型コロナウイルス感業症による3%加算や規模区分の特例にかかる取扱いは、今後

の感染状況等を踏まえ、厚生労働省にて終期を検討することとしており、追つて事務連

絡によりお示しする。

なお、災害等については、これによる影響が継続する期間等は地域によつて異なると

想定されることから、3%加算や規模区分の特例の終期は、都道府県日市町村にて判断

することとして差し支えない。

0 3%加 算及び規模区分の特例 (届出様式 (例)の耳又扱い)

(答 )

日 本体通知における届出様式 (例)は、今回の取扱いについて分かりやすくお伝えする

観点や事務手続きの簡素化を図る毎点からお示ししたものであり、都道府県H市町村に

おかれては、できる限り届出様式 (例 )を活用されたい。

なお、例えば、届出様式 (例 )に加えて通所介護事業所等からなされた届出が適正な

ものであるか等を判断するために必要な書類等を求めることは差し支えない。

7

問9 「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定

以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」(老認発 0316第 4号 日老老発 0316第 3号令和 3年 3月 16日 厚生労働省

老健局認知症施策口地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」とい

う。)において、各事業所における3雅加算算定 :規模区分の特例の適用に係る届出様

式 (例)が示されているが、届出にあたつては必ずこの様式 (例 )を使用させなければ

ならないのか。都道府県や市町村において独自の様式を作成することは可能か。
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0 3%加 算及び規模区分の特例 (届 出がなされなかつた場合の取扱い)

問 10 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じ

た月の翌月 15日声でに届出を行うこととされているが、同日までに居出がなされなか

つた場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。

(答 )

日 貴見のとおり。他の加算と同様、算定要件を満たした月 (利用延人員数の減少が生じ

た月)の翌月 15日 までに届出を行わなければ、30/0加算の算定や規模区分の特例の適

用はできない。なお、例えば令和 3年 4月 の利用延人員数の減少に係る届出を行わなか

った場合、令和3年 6月 にこの減少に係る評価を受けることはできないが、令和3年 5

月以降に利用延人員数の減少が生じた場合は、減少が生じた月の翌月 15日 までに届出

を行うことにより、令和3年 7月 以降において、加算の算定や規模区分の特例の適用を

行うことができる。

なお、令和3年 2月 の利用延人員数の減少に係る届出にあつては、令和3年 4月 1日

までに行わせることを想定しているが、この届出については、新型コロナウイルス感染

症による利用延人員数の減少に対応するものであることちヽら、都道府県□市町村におか

れてはこの趣旨を鑑み、届出の締切について柔軟に対応するようお願いしたい。

0 3%加 算及び規模区分の特例 (いわゆる第 12報を適用した場合の利用延人員数の算

定 )

(答 ): 
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて (第 13報 )」 (令和2年 6月 15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進

室ほか事務連絡)問 4でお示ししているとおりであり、貴見のとおり。

8

面 11 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な

取扱いについて (第 12報)」 (令和 2年 6月 1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策

推進室ほか事務連絡)(以下『第 12報」という。)による特例を適用した場合、 1月 当

たりの平均利用延人員数を算定するにあたつては、第 12報における取扱いの適用後の

報酬区分ではなくそ実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
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問 12 新型コロナウイルネ感染序の影響による他の事業所の体業やサービス縮小等に伴

って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所もあ

る。このような事業所にあつては、各月の利用延人員数及び前年度 1月 当たりの平均利

用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その

利用者を明確に,区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えな

い か 。

0 30ノ6加算及び規模区分9特例 (他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延

人員数の算定)

(答 )

・ 差し支えない。本体通知においてお示ししているとおり、各月の利用延人員数及び前

年度の 1月 当たりの平均利用延人員数の算定にあたつては、通所介護、地域密着型通所

介護及び (介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する

費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具賞与

に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について」 (平成 12年 3月 1日 老企第 36号)(以下「留意事項通知」

という。)第 2の 7(5)を 、通所りr｀
ビリテーシヨンについては留意事項通知第 2の

8(2)を準用することとしており、回項中の「災害その他やむを得ない理由」には新

型コロナウイルス感染症の影響も含まれるものである。なお、新型コロナウイルス感染

症の影響により体業やサービス縮小等を行つた事業所の利用者を臨時的に受け入れた

後、当該事業所の体業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れを行つた利用者が

3%加算の算定や規模区分の特例を行う事業所を利用し続けている場合、当該利用者に

ついては、平均利用延人員数に含めることとする。

また、通所介護、通所リハビリテーシヨンにあつてlよ、留意事項通知による事業所規

模区分の算定にあたつても、同様の取扱いとすることとする。

0 3%加 算及び規模区分の特例 (利用者又はその家族への説明 日同意の取得)

(答)   '
3%加算や規模区分の特例を適用するにあたつては、通所介護事業所等が利用者又は

その家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サとビ

ス計画の原業の内容 (サTビス内容、サービス単位/金額等)を利用者文はその家族に

説明し同意を得ることは必要である。

9

問 13 30/o加 算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等に'お
ぃて利用

者又はその家族への説明や回意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族

への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行つたことや、利

用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。
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0 3%加 算及び規模区分の特例 (適用対象者の考え方)

間 14 3%加算や規模区分の特例を適用する場合は、通所介護事業所等を利用する全て

の利用者に対し適用する必要があるのか。

(答 )

3%加算や規模区分の特例は、感染症や災害の発生を理由として利用延人員数が減少

した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から設けられたもの

であり、この趣旨を鐘みれば、当該通v介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適

用することが適当である。

【通所介直、地増密着型通所介直】

O 3%加算及び規模区分の特例 (第一号通所事業の取扱い)

問 15 第一号通所事業には、3%加算は設けられていないのか。

(答 )

貴見のとおり。なお、通所介護事業所等において(30/o加算や規模区分の特例の適用

対象となるか否かを判定する際の各月の利用延人員数及び前年度の 1月 当たりの平均利

用延人員数の算定にあたつては、本体通知Ⅱ (3)にお示ししているとおり、「指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12年 3月 1日老企第 36号)第

2の 7(4)を準用するものであることから、通所介護事業等と第一号通所介護事業が

一体的に実施されている場合にあつてはヽ第一号通所事業の平均利用延人員数を含むも

のとする。

10

-56-



【介瞳職員処遇改善加算 a介磁職員等特定処遇改善加算】

問 16 特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことで

あるが、具体的な取扱いはどのようになるのか。

(答 )

日 特定加算について、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善

額について、「経験 日技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」と比較し、「2倍以

上」から「より高くする」ことに見直すものである。

これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定された

い 。

なお、「月額 8万円の改善又は改善後の賃金が年額 440万円以上」の者は、引き続き設

定する必要があることに留意されたい。

問 17 事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・

技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。

(答 )

事業所毎に、「経験a技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、

介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなつたこと等により、当該事業所で働く介護職

員全てが、「経験 日技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験口枚能の

ある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。

この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介

護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の2倍より高いことが

必要である。

※ 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(VOI.2)(令 和元年7月 23日 )問 14は削除す

る。

11
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問 18 事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介

護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意

味か。

(答 )

・ 特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外

の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、二の具体

的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃

金改善額の 2倍以上となることを求めている。

ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合にお

いては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる (1:1)まで

の改善を可能とするものである。

なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であつても、その

他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限

り、他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。

※ 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(VOl.2)(令和元年 7月 23日 )間 11は削除す

る。

12
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問 19 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している

場合であつても、月額 8万円の改善又は年収 440万円となる者を2人設定する必要が

あるのか。 また、その場合の配分ルール (グループ間の平均賃金改善額 1:1:0.5)

はどのような取扱いとなるのか。

(答 )

日 事業所において、介護給付のサービスと介護予防日日常生活支援総合事業を一体的に行

っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単

位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなしt

一 月額 8万円の改善又は年収 440万円となる者を 1人以上設定すること

― 配分ルマルを適用すること

により、特定加算の算定が可能である。

なお、介護給付のサービスと予防給付のサーげス (通所リハビリテーシヨンと予防通所

リハビリテーシヨンなど)についても同様である。

また、特男ll養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介

護～介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であ

るとともに、これらについては、介護老人福祉施設文は介護老人保偉施設等が特定加算を

算定している場合において、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分ど算定するこ

とが可能である。(短期入所生活介護等において特定加算 (I)を算定する場合は、体制

等状況一覧表における「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算 Iの届出状

況」(あ り/な し)の欄について、「あり」と届け出ること。)

※ 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(VOl.2)(令和元年 7月 23日 )問 12は削除す

る。
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問 20 職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を

全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならない

のか。

(答 )

日 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については〔「入職促進に向けた

取組」、「資質の向上やキヤリア|ア ツプに向けた支援」t『両立支援日多様な働き方の推進」、

「腰痛を含む心身の健康管理1、
「生産性向上のための業務改善の推進」及び『やりがい。

働きがいの醸成」について、それぞれ1つ鋏上 (令和3年度は、6つの区分か13つの区

分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上)の取組を行うことが必要である。

職場環境等要件については、令和3年度改定において、計画期間における取組の実施が

求められる手ととされたが、耳れは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではな

く、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能である

※ 2019年度年度介護報酬改定に関するQ&A(VOI.1)(平成31年 4月 13日 )間 2は削

除するЬ

問21 見える化要件について、令和3年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度

においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

(答 )

当該要件については、処遇改善加算及び特定加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に

関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、令和3年度I手 おいては要件

としては求めず、令和4年度からの要件とする予定。

こと。

14

-60-



問 22 2019年 度介護報酬改定に関するQ&A(V01.4)(令和 2年 3月 30日 )問 4にお

いて、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されてい

るが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに

該当するのか。またどのように推計するのか。

(答 )

E 賃金改善の見込額と前年度の介護職員の賃金の総額との比較にういては、改善加算及び

特定加算による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うもの

であり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことにより、前年度の介護職

員の賃金の総額が基準額として適切でない場合は、「これにより難い合理的な理由がある

場合」に該当するものである。

このような場合の推計方法について、例えば、前年度の介護職員の賃金の総額は、

一 退職者については、その者と同職であつて勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍し

ていなかつたものと仮定した場合における賃金総額を推定する

一 新規採用職員については、その者と同ぬであつて勤務年数等が同等の職員が、前年度

在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推定する

等が想定される。

具体的には、

一 勤続 10年の者が前年度 10人働いていたが、前年度末に5人退職し

二 勤続 1年 目の者を今年度当初に5人採用した場合には、

仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であつた場合、前年度、

一 勤続 10年の者は5人在籍しており、
｀

一 勤続 1年の者は15人在籍していたものとして、

賃金総額を推計することが想定される。

<推計の例>勤続年数が同一の者が全て同職の場合

勤続 10年 勤続 5年 勤続 1年

前

年

度

実際の人数I 10人 10人 10人

推計に当た

っての人数

5人

→10人のうち、5人は

在籍 しなかつたも

のと仮定

10人

→ 実際と同様

15人

→10人に加え、5人

在籍 したものと

仮定

今年度 5人 10人 15人

15
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問 23 処遇改善計画書において「その他の職種 (C)に は、賃金改善前の賃金が既に年額

440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、年額 440万円を上

回る職員は「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」についてどのように取り扱うの

か 。

(答)             |
. 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(VOl.1)(平 成 31年 4月 13日 )問 13のとお

り、平均賃金額の計算における母集団には、賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わ

ない職員も含めることとしており、年額 440万円を上回る職員も、「前年度の一月当たり

の常勤換算職員数」に含めることとなる。

(答 )

・ 職員の退職等のやむを得ない事情 I手 より、配分ルールを満たすことが困難になつた場合

は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。(令和 2年度実績報告書

においては、申出方法は間わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及

び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示についてJ(令和3年 3月 16日老発0316第 4号)でお示しtた実績報告書 (様式3

-1)の「⑥その他」に記載されたい。)

なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。

(答 )

入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の

割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常

生活自立度に係る要件が含まれるものである。

問 24 処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルール

を満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職

等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができな

くなつた結果、西己分ルールを満たすことができなかつた場合、どのような取扱いとす

べきか。

間 25 介護福祉士の配置等要件について、喀痰吸引を必要とする利用者の割合について

の要件等を満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を

算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うことと

されているが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外にどの要件が認められるのか。
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各都道府県介護l呆険担当課 (~歪 )

各市町村介護保険担当課 (室 )

各介護保険関係団体 御 中
← 厚生労l動省 老健局老人保健課

Vol.993

令不□3年 6月 29日

厚生労働省老健局老人保健課

貴関係諸団体に速やかに送信しヽただきますよう

よろしくお願しヽしヽたします。

1

連絡先 TEL :03-5253-1111(内線 3948、 3989)

FAX i03-3595-4010

△

フ ロ の内容

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特

定処遇改善加算に関するQ&Aの 送付に

つしヽて

計 5枚 (本紙を除く)



事 務 連 絡

令和 3年 6月 29日

都道府県

各 指定都市 介護保険主管部 (局)御 中

中 核 市

厚生労働省老健局老人保健課

介護職員処遇改善力Π算及び介護職員等特定処遇改善力日算に関するQ&A
の送付について

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

ネL申 し上げます。

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底 し、その取扱いに当たつては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げますと

1
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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A

問 1 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額 1、 2(前年度の (介護職員の)賃

金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられている

が、実績報告書の提出時において、基準額 1、 2及び3に変更の必要が生じた場合につ

いて、どのように対応すればよいか。

(答 )

・ 処遇改善加算及び特定加算 (以下
イ「処遇改善加算等」という。)については、原則、当

該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行つた総額が、処遇改善加算等によ

る収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認しているところ。

当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行うた総額については、

① 前年度の賃金の総額 (基準額 1、 2)

② 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額

を比較し計算することとしているが、①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わ

ることにより、修正が必要となつた場合や、②について経営状況等が変わつた場合、以下

の取扱いが可能である。

<①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となつた

場合>
当該年度において～勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、

前年度と職員構成等が変わつた場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変

わうた場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、②と比較するに当た

っての基準額として適切ではなくなる場合がある。

通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額 1、 2の額を推計することにより

修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と

合理的な変更理由を説明することで差し支えない。(令和 2年度実績報告書においては、

説明方法は間わないが、令和3年度におぃては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等

特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

(令和3年 3月 16日老発 0316第 4号)でお示しした実績報告書 (様式3-1)の「⑥そ

の他」に記載されたい。)

なお〔これは、基準額3についても同様であるとともに、推計方法は、令和3年度介護

報酬改定に関するQ&A(VOl.1)(令 和3年 3月 19日 )問 22を参考にされたい。

2
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<②について経営状況等が変わつた場合>             |

サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰

りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、特別事情届

出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し『力日算の算定により賃金改善を行つた賃

金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回ることも差し

支えない。

なお、賃金水準を引き下げた要因て'ある特別な状況が改善した場合には、平成 27年度

介護報酬改定に関するQ&A(VOI.2)(平成 27年 4月 30日 )問 56の とおり、可能な限

り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。

問2 実績報告書別紙様式3-?において、処通改善加算の「本年度の加算の総額」のグ

ループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。

(答 )

日 特定加算の配分比率を確認するため、介護職員について、経験口技能のある介護職員(A)

と他の介護職員 (B)にわけ、特定加算に加え、処遇改善加算についてもグループ別内訳

の記載を求めているところ。

記載に当たつては、原則として、各グループに実際の配分された額の記載を求めている

が、処遇改善加算について、経験 日技能のある介護職員 (A)と 他の介護職員 (B)で 区

別せず配分しており～この内訳が詳細に把握できない場合には、(A)(B)間の人数比等

により推計し記載することも可能であること。

なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式3-2の処遇改善加算の

グループ別内訳の欄の記載は不要である。

3
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問3 独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-

2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改

善についてどのような記戦すればよいか。

(答 )

口 原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。その

ため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1に おいて算金改善所要額に

独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能でありて別

紙様式3-2においては、

一 ｀
本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか

一 本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載する

ことが可能。

なお、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載すること

を妨げるものではない。

また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルール

を満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職や独

自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を

行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかつた場合について

は、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vot:1)ヽ (令和3年 3月 19日 )問 24も参

照されたい。
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間4 実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度

の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月 から翌年 3月 までの期間以外で設定

している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金

の総額及び加算の総額を記載することが可能か。

また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、

事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは

可能か。

(答 )

日 実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及

び加算の総額を記載することが可能である。

事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な

理由がある場合に変更することも可能であり、令和 2年度は令和 2年 7月 ～令和 3年 6

月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和 3年度から令和 3年 4月 ～令

和 4年 3月 に変更しようとする場合、令和 2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施期間

を変更する届出を行い、令和 2年 7月 守令和 3年 3月 の 9ヵ 月に短縮することも考えら

れること。なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。

― 基準額 1・ 2については、原則として、「カロ算を取得する前年の 1月 から12月 までの

12か月間の (介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「カロ

算を取得する前年の 1月 から 12月 までの 12か月間の (介護職員の)賃金の総額」から

12を除して、変更した期間 (上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記

載することとし、

― 処遇改善計画書別紙様式2Tlの (1)④ ii)(イ )及び(ウ )、 (2)⑥ ii)(イ )及び

(ウ )については.原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護

職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合t

12か月間の加算の総額から12を除して、変更した期間 (上記の場合は9か月間)の月

数を掛けて得られた額を記載することとする。
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